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「ユースエール認定企業」認定通知書交付式を行います。 

 厚生労働省では、「青少年雇用の促進等に関する法律（若者雇用促進法）」に基づき、若者の採用・

育成に積極的で、離職の率・有給休暇取得実績などが一定の水準を満たしており、若者の雇用管理状況

が優良な中小企業を認定する「ユースエール認定制度」を一昨年 10月より実施しています。 

 福島労働局（局長 島浦 幸夫）では、今年 7月に、新たに 3社を認定しました。 

 この度、下記の日程により、認定通知書（認定マーク）交付式を行います。 
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平成 29年 8月 24日 
【照会先】 

福島労働局職業安定部職業安定課 

課  長    伊東 英敏 

課長補佐    高羽 秀幸  

地方職業指導官 坂内  隆 

電話 024-529-5396（直通） 

・タイトルとサブタイトルはゴシック体、解禁指定などそれ以外の項目は明朝体で記載 

・極力１ページ目に概要、情報のポイント、要点などを漏らさずに記載する 

・１桁の数字は全角で、２桁以上は半角で 

・見出しには、本文にない言葉を使わない 

・見出しと本文の用語は統一する（「前年度」「昨年度」など混在させない） 

・具体的な事実、バックデータを明示し内容の信頼性を高める 

・説明文はリリース用にかみ砕く。例えば、予算資料や制度改正資料は一定の知識 

を持つ人が対象なので、こうした添付資料の文章をそのまま使わない 

 

・タイトルは具体的に、それだけで内容がわかるように 

・タイトルは「～について」とせず、言い切りの形でつける 

・１本のタイトルに複数の要素を盛り込まない 

（「○○および○○の状況」などの形は避ける） 

専門用語や法令など説明が必要な場合は、 

注釈として文末に記載し、本文はシンプルに 

福島労働局発表 Press Release 

１ 交付式   日時：平成２９年８月２８日（月）14:00～ 

        場所：福島合同庁舎３階会議室（福島市霞町１-46） 

 

２ 認定事業主 

〇㈱会津タムラ製作所 代表取締役 笠間 寿次 氏（放送機器等製造業）  
          所在地 大沼郡会津美里町字上村北２７番地２ 

従業員（常用労働者）数 89名   【認定年月日 平成 29年 7月 18日】 
 

〇ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ｴｺｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｱﾓﾙﾄﾝ㈱ 代表取締役 辻野 晋行 氏     

                   （アモルファス太陽電池製造業）

所在地 喜多方市慶徳町松舞家字西蓮寺１７７９番地４ 

従業員（常用労働者）数 114名  【認定年月日 平成 29年 7月 24日】 

     

〇山十建設 株式会社 代表取締役 滝沢 康成 氏（土木建築工事業） 

             所在地 大沼郡金山町大字大塩字二本木３４０２番地 

           従業員（常用労働者）数  26名   【認定年月日 平成 29年 7月 27日】  

 

３ 認定マークについて 
   青少年の雇用促進等に関する法律に基づく認定を受けた事業主は、次に掲げるものに認定マー

クを使用することができます。 

     ①商品 ②役務の提供の用に供する物 ③商品、役務又は事業主の広告④商品または 

役務の取引に用いる書類又は電磁的記録 ⑤事業主の営業所、事務所その他の事業場  

⑥インターネットを利用する方法により講習の閲覧に供する情報 ⑦労働者の募集の 

用に供する広告又は文書 

 

４ 取材について 

   交付式会場での写真撮影、交付式後の認定企業への取材は可能です。 


